
大沼公民館他３館公用車賃貸借契約（EV）（長期継続契約）仕様書 

１． リ－ス車両仕様書 

① 軽貨物車（電気自動車）４台 

① 車種及び色 ホンダ Ｎ-ＶＡＮ ｅ： ｅ：Ｌ４  

５ドア、ボディカラー：ルナシルバー・メタリック   

② オプション 

 付属品 

※標準装備内に

含まれている場

合あり 

①急速充電ポート 

②カーナビ（車両に装着した際に、TV が視聴できない状態にあ

ること） 

③リアカメラ、 

④ＡＣ外部給電器、 

⑤充電ケーブル（２００Ｖ用、7ｍ）、 

⑥ドライブレコーダー（前後方、記録媒体は 32GB 以上とする）、 

⑦サイドバイザー、 

⑧ラバーマット、 

⑨タイヤチェーン、 

⑩レスキューマン、 

⑪三角表示板、 

※①～⑤はメーカー・ディーラーオプションとする。 

※⑥～⑪は汎用品可。 

③塗装・文字入 相模原市ネ－ムを入れる。（黒）６㎝角×４文字×２ケ所 

車内に「禁煙ステッカ－」 

④初度登録日 R９年２月１日 

⑤下取り車 なし 

⑥廃車手続き なし 

⑦特記事項 ・月間予想走行距離：２００km（６０カ月 １２，０００ｋｍ） 

・使用場所は別紙物件納入先一覧のとおり 

・市が行う一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーン

エネルギー自動車導入促進補助金申請に協力すること。 

 

２ リ－ス期間 

リ－ス期間は、令和９年２月１日～令和１４年１月３１日（５年間・６０ヶ月）

とし、初度登録（令和９年２月１日登録）及び付属品の装着（初度登録後でなけれ

ば装着できないものに限る。）に要する日数は本リース期間に含めるものとする。 

また、初度登録日について、原則として仕様書記載日を厳守していただくが、契

約締結後において、新型コロナウイルスの影響や天災地変等、やむを得ない事情に



より初度登録日が遅くなる場合については、双方協議の上、解決を図るものとする。 

 

３ 納車日 

初度登録日から１０日以内とする。１０日以内に納車できない場合は、初度登録

日から１１日目以降、納車日まで代車を提供すること。代車はガソリン車も可とす

る。 

 

４ リ－ス料に含むもの 

① 車両購入費 

② 登録納車費用 

③ 自動車税環境性能割 

④ 自動車重量税（購入・車検時） 

⑤ 自賠責保険料（購入・車検時） 

⑥ リサイクル料金（購入時） 

⑦ 自動車税 

⑧ 車検手数料 

⑨ 任意保険料（対人・対物・車両） 

⑩ メンテナンス 

〇車検整備 

〇法定点検整備 

〇定期点検整備（３か月） 

〇一般整備、修理【安全運行に必要な数量を担保】 

 （部品交換・オイル・タイヤ・バッテリ－等消耗品補充交換） 

〇代車提供（点検・修繕等が２日間以上かかる場合） 

 

５ 特記事項 

①自動車購入 

原則、市内の販売業者の中から選定し、購入すること。 

②整備業者 

 市内の整備業者の中から選定すること。 

  ③巡回サ－ビス 

    緊急に整備・修理が必要な場合、速やかに修理対応等を開始できる体制を整え

ること。 

 

 

 



  ④任意保険 

   〇補償内容 

項目 補償額 特約・条件等 

対人賠償責任保険 無制限（免責金額：０円） ・ 対人臨時費用特約 

・ 自損事故傷害特約 

・ 無保険車事故傷害特約 

対物賠償責任保険 1,000 万円（免責金額：０円）  

搭乗者傷害保険 1,000 万円 日数払い方式 

・ 入院日額：15,000 円 

・ 通院日額：10,000 円 

※搭乗者傷害業務上災害担保 

車両保険 免責金額：０円  

   ※特に記載のない事項については、自動車総合保険の補償内容と同じとする。 

   〇割引率 

    ・フリ－ト優良割引：６９％（料率審査日：令和 7 年１２月１日） 

    ・公有車割引：あり  

・多数割引：あり 

※フリート優良割引の料率について、原則として仕様書にて示す内容での契約

となるが、契約締結後において、内容に変更等が必要と認められる場合は、

双方協議の上、対応するものとする。 

   〇業務内容 

    ・24 時間いつでも事故受付・対応ができるよう体制を整えておくとともに、

事故発生の連絡を受けた場合は、事故担当公民館及び生涯学習課と調整をし

ながら迅速に事故解決（示談交渉）にあたる。 

    ・事故発生の連絡を受けた場合は、遅延なく事実を調査し、事故処理結果等（示

談交渉の経過等含む）について生涯学習課へ報告する。 

⑤その他 

〇入札金額は、月額で算定し、消費税抜きの金額で記載すること。 

〇落札者は、落札後直ちに、納品車両の仕様（月額リース料・車両明細・付属品

一覧・任意保険の内容・メンテナンスサービスの範囲・特記事項等）等を記し

た書面を提出すること。 

〇本仕様書に定めのない事項又は契約締結後に疑義が生じた場合は、双方協議の

上、円満に解決を図るものとする。 

 


